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(57)【要約】
　ビデオコンテンツの記録中に、ソーシャルメディアの
ウェブサイトに画像又はビデオクリップを瞬時に掲載す
るための方法、装置、及びシステムが提供される。ビデ
オキャプチャデバイスが、ビデオコンテンツを記録する
ために設けられる。ソーシャルメディア統合アプリケー
ションが、ビデオキャプチャデバイスに関連付けられる
。ビデオコンテンツの記録中での静止画像又はビデオク
リップの選択は、ワンタッチプロセスを介して可能であ
る。静止画像又はビデオクリップが、ネットワークを介
して１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウ
ェブサイトに直接転送され、掲載されるか、又はウェブ
ブラウザインターフェースを介して１つ以上の事前選択
されたソーシャルメディアのウェブサイトに転送され、
掲載されるかの少なくとも一方であるように、選択され
た静止画像又はビデオクリップは、ソーシャルメディア
統合アプリケーションにより処理される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオコンテンツの記録中に、画像又はビデオクリップをソーシャルメディアのウェブ
サイトに瞬時に掲載するための方法であって、
　ビデオキャプチャデバイスを与えることと、
　前記ビデオキャプチャデバイスに関連したソーシャルメディア統合アプリケーションを
与えることと、
　ワンタッチプロセスを介して、ビデオコンテンツの記録中に静止画像又はビデオクリッ
プの選択を可能にすることと、
　前記選択された静止画像又はビデオクリップが、ネットワークを介して１つ以上の事前
選択されたソーシャルメディアのウェブサイトに直接転送され、掲載されるか、又はウェ
ブブラウザインターフェースを介して１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウ
ェブサイトに転送され、掲載されるかの少なくとも一方であるように、前記選択された静
止画像又はビデオクリップを、前記ソーシャルメディア統合アプリケーションにより処理
することと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記ビデオキャプチャデバイス上のプッシュボタン、前記ビデオキャプチャデバイスの
ビデオディスプレースクリーン上のタッチスクリーンボタン又はスワイプ、前記ビデオキ
ャプチャデバイスと通信する外部デバイス上のプッシュボタン、前記外部デバイスのビデ
オディスプレー上のプッシュボタン、前記外部デバイスのビデオディスプレースクリーン
上のタッチスクリーンボタン又はスワイプ、前記ビデオキャプチャデバイスのデバイスシ
ェーク、及び前記外部デバイスのデバイスシェークの１つにより、前記ワンタッチプロセ
スが実行可能となる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらに、前記ビデオキャプチャデバイスの前記ビデオディスプレースクリーン上又は前
記外部デバイスの前記ビデオディスプレースクリーン上で、前記記録されたビデオコンテ
ンツの再生の中、前記静止画像又はビデオクリップの選択を可能にすることを含む、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ソーシャルメディア統合アプリケーションが、前記ビデオキャプチャデバイス、前
記ビデオキャプチャデバイスと通信する外部デバイス、又は前記ウェブブラウザインター
フェースの１つ上で実行される、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記ビデオキャプチャデバイスはインターネットの使用が可能になっており、前記ビデ
オキャプチャデバイスが、前記インターネットを介して、前記１つ以上の事前選択された
ソーシャルメディアのウェブサイト又は前記ウェブブラウザインターフェースの少なくと
も一方に、前記選択された静止画像又はビデオクリップを転送するように、ソーシャルメ
ディアアプリケーションは前記ビデオキャプチャデバイス上で実行される、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　前記外部デバイスはインターネットの使用が可能になっており、前記外部デバイスが、
前記インターネットを介して、前記１つ以上の事前選択のソーシャルメディアのウェブサ
イト又は前記ウェブブラウザインターフェースの少なくとも一方に、前記選択された静止
画像又はビデオクリップを転送するように、前記ソーシャルメディア統合アプリケーショ
ンは外部デバイス上で実行される、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ビデオコンテンツとともにメタデータを記録することと、
　前記１つ以上の事前選択のソーシャルメディアのウェブサイト又は前記ウェブブラウザ
インターフェースの少なくとも一方に、前記静止画像又はビデオクリップと共に前記メタ
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データを転送することと
をさらに含み、
　ここで、前記メタデータは、前記ビデオキャプチャデバイスの地理的位置情報、前記記
録の日時情報、イベントのタイトル、所有者情報、著作権情報、画像サイズ情報、ビデオ
クリップのサイズ又は長さ情報、ビデオフォーマット、又は前記ビデオキャプチャデバイ
スのユーザによって事前定義され又は動的に記録された付加的なメタデータ情報の少なく
とも１つを含み、前記付加的なメタデータ情報は、割り当て名、地理的位置、カメラマン
名、レポーター名、カメラクルー名、アシスタント名、生産者名、ストーリーのタイトル
、主題の参照、プログラム名、及びユーザのコメントの少なくとも１つを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　複数の静止画像又はビデオクリップの少なくとも１つが、前記ウェブブラウザインター
フェースに与えられ、前記複数の静止画像又はビデオクリップの少なくとも１つは、前記
メタデータ情報又は前記付加的なメタデータ情報を使用して、前記ウェブブラウザインタ
ーフェースを介して検索可能である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ビデオクリップの長さが、前記ワンタッチプロセスの時間長又は事前選択の時間長
の１つに対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ソーシャルメディア統合アプリケーション及び前記ワンタッチプロセスを設定する
ための構成アプリケーションを与えることを、更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記構成アプリケーションは、前記ワンタッチプロセスを介して選択されたビデオクリ
ップの長さ、前記画像又はビデオクリップのいずれかの記録、１つ以上のソーシャルメデ
ィアのウェブサイトの事前選択、及び前記画像又はビデオクリップに付随するコメント及
びメッセージの少なくとも１つの作成の設定の少なくとも１つを可能にする、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記構成アプリケーションが、前記ビデオキャプチャデバイス、前記ビデオキャプチャ
デバイスと通信する外部デバイス、又は前記ウェブブラウザインターフェースの１つ上で
実行される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ウェブブラウザインターフェースが、前記ビデオキャプチャデバイス又は前記ビデ
オキャプチャデバイスに関連した外部デバイスの１つと通信する、インターネットの使用
が可能なデバイス上で実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　静止画像又はビデオクリップの選択のための前記ワンクリックプロセスを設定するため
のスイッチが設けられ、該スイッチは、前記ビデオキャプチャデバイス又は前記ビデオキ
ャプチャデバイスと通信する外部デバイスの１つに配置される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ビデオキャプチャデバイスが、ビデオカメラ、ニュースカメラ、ビデオカメラ（カ
ムコー）、テレビカメラ、ムービーカメラ、携帯型電子デバイス、タブレットコンピュー
タ、スマートフォン、IP又はウェブカメラ、スマートウォッチ、スマート眼鏡及び携帯型
スポーツビデオカメラの１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ウェブブラウザインターフェースが、テレビ制作施設コンピュータ、ニュースルー
ムコンピュータ、モバイルニュースの生産設備コンピュータ、携帯用電子機器、タブレッ
トコンピュータ、スマートフォン、スマートウォッチ、スマート眼鏡などの１つ上で実行
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
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　前記選択された静止画像又はビデオクリップが、クラウドベースのストレージに記憶さ
れ、前記ウェブブラウザインターフェースを介してアクセス可能である、請求項１に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記ウェブブラウザインターフェースは、前記１つ以上のソーシャルメディアのウェブ
サイトの事前選択を可能にし、前記１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイトに前記
静止画像又はビデオクリップを掲載する前に、前記クラウドベースのストレージに記憶さ
れた前記選択された静止画像又はビデオクリップをプレビューすることを可能にする、請
求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ビデオキャプチャデバイスは、記録中、静止画像又はビデオクリップの少なくとも
１つを定期的に記憶すること、前記ウェブブラウザインターフェースによりクラウドベー
スのストレージに、前記静止画像又はビデオクリップの少なくとも１つを定期的に転送す
ること、又は前記１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイトに、前記静止画像又はビ
デオクリップを定期的に転送することの少なくとも１つで設定されている、請求項１に記
載の方法。
【請求項２０】
　ビデオコンテンツの記録中に、ソーシャルメディアのウェブサイトに画像又はビデオク
リップを瞬時に掲載するためのシステムであって、
　ビデオキャプチャデバイスと、
　ワンタッチプロセスを介して、ビデオコンテンツの記録中に、静止画像又はビデオクリ
ップの選択を可能にする、前記ビデオキャプチャデバイスに関連したユーザインターフェ
ースと、
　前記静止画像又はビデオクリップが、ネットワークを介して１つ以上の事前選択された
ソーシャルメディアのウェブサイトに直接転送され、掲載されるか、又はウェブブラウザ
インターフェースを介して１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイト
に転送され、掲載されるかの少なくとも一方であるように、前記選択された静止画像又は
ビデオクリップを処理するための、前記ビデオキャプチャデバイスに関連したソーシャル
メディア統合アプリケーションと、
を含むシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2014年3月27日に出願の米国仮出願番号61/971255号（ここに、全ての目的の
ために組み込まれ、一部を構成する）に基づくものである。
【０００２】
　本発明は、ビデオ記録/伝送及びソーシャルメディアの分野に関する。より具体的には
、本発明は、ソーシャルメディアのウェブサイトでビデオコンテンツの記録中、ビデオコ
ンテンツ（記録されたビデオからの静止画又はビデオクリップ）を瞬時に共有することに
より、ライブビデオを伝送又は記録している間、ソーシャルメディアの活動に加わる方法
、装置及びシステムに関する。
【０００３】
　ソーシャルメディアは、ウェブダーリンとして始まったが、今や人々の日常生活の社会
構造に浸透している。テレビ放送業界は注目しており、ソーシャルメディアはテレビ番組
制作やニュース配信の重要な一部となっている。具体的には、ソーシャルメディアは、ニ
ュース、スポーツ、主要なイベント、エンターテイメントなどを含むライブテレビの制作
において、大きな影響を与えている。視聴者が、自分の情報を取得するために自ら選択し
て時間や場所について、多くの選択肢をもっている場合、従来のテレビ放送局は視聴者の
注目を集めるべく競争力を維持するために、自らの到達範囲を拡大しなければならない。
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【０００４】
　ソーシャルメディアは、スタジオで制作スタッフ（例えば、アンカー、ニュースディレ
クター、割り当てデスクマネージャ、プロデューサ、ソーシャルメディアデスク・マネー
ジャなど）、又は現場のスタッフ（制作クルー、リポータ/オンエアタレント、カメラマ
ン、技術クルー、現場プロデューサなど）が、Twitter、Facebook、Google +などの一般
的なソーシャルメディアアプリケーションを使用して視聴者と通信できるようにする。ラ
イブのテレビ番組制作の間、視聴者と直接通信することにより、ニュース速報記事といっ
たイベントを見ることができるように、特定の番組に直ちに視聴者を誘導することが可能
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　課題は、多くの場合、現場のテレビ番組制作スタッフが自分の通常のプロセスの統合さ
れた部分として、効率的かつ簡単にソーシャルメディアに寄与する方法を決定することで
ある。リポータやオンエアのタレントは、ほとんどライブのストーリー/ライブショット
のための情報を提示するか、収集に専念し、カメラクルーは、イベントをキャプチャする
ことに集中し、技術スタッフは複雑な装置の操作を任務とする。
【０００６】
　フィールドカメラの操作者又はフィールドカメラの操作に関連した分野の人たちが、選
択された画像又はビデオクリップを、記録されたビデオコンテンツから１つ以上のソーシ
ャルメディアアウトレットに瞬時に掲載（ポスティング）できるようにすることには、利
点がある。ボタンを単純に押すことで、画像又はビデオクリップを瞬時に掲載できること
には利点がある。また、フィールドカメラから離れた制作要員が、現場で記憶されたビデ
オコンテンツから画像又はビデオクリップを受信し、確認できること、又はこのような画
像又はビデオクリップを、選択されたソーシャルメディアアウトレットに瞬時に掲載でき
ることには利点がある。
【０００７】
　本発明の方法、装置、及びシステムは上記及び他の利点を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ビデオコンテンツの記録中に、ソーシャルメディアのウェブサイトに画像又
はビデオクリップを掲載するための方法、装置、及びシステムを提供する。
【０００９】
　ビデオコンテンツの記録中にソーシャルメディアのウェブサイトへ画像又はビデオクリ
ップを掲載するための方法の一実施例において、ビデオキャプチャデバイスが与えられる
。ソーシャルメディア統合アプリケーションが、ビデオキャプチャデバイスに関連付けら
れる。ビデオコンテンツの記録中の静止画又はビデオクリップの選択は、ワンタッチプロ
セスを介して行える。選択された静止画像又はビデオクリップは、つぎに、静止画像又は
ビデオクリップが、ネットワーク（例えばインターネット）を介して１つ以上の事前選択
されたソーシャルメディアのウェブサイトに転送され、掲載されるか、又はウェブブラウ
ザインターフェースを介して１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイ
トに転送され、掲載されるかの少なくとも一方であるように、ソーシャルメディア統合ア
プリケーションによって処理される。
【００１０】
　ビデオキャプチャデバイス上のプッシュボタン、ビデオキャプチャデバイスのビデオデ
ィスプレースクリーン上のタッチスクリーンボタン又はスワイプ、ビデオキャプチャデバ
イスと通信する外部デバイス上のプッシュボタン、外部デバイスのビデオディスプレース
クリーン上のタッチスクリーンボタン又はスワイプ、ビデオキャプチャデバイスのデバイ
スシェーク、及び外部デバイスのデバイスシェークの１つにより、ワンタッチプロセスは
可能となる。
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【００１１】
　本方法はさらに、ビデオキャプチャデバイスのビデオディスプレースクリーン上又は外
部デバイスのビデオディスプレースクリーン上に、記録されたビデオコンテンツの再生中
に、静止画像又はビデオクリップの選択を可能にすることを含む。
【００１２】
　ソーシャルメディア統合アプリケーションは、ビデオキャプチャデバイス、ビデオキャ
プチャデバイスと通信する外部デバイス、又はウェブブラウザインターフェースの１つ上
で実行されてよい。
【００１３】
　一実施例では、ビデオキャプチャデバイスはインターネットの利用が可能であって、ソ
ーシャルメディア統合アプリケーションは、ビデオキャプチャデバイスが、インターネッ
トを介して、1つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイト又はウェブブ
ラウザインターフェースの少なくとも一方に、選択された静止画像又はビデオクリップを
転送するように、ビデオキャプチャデバイス上で実行される。
【００１４】
　さらなる例示的な実施形態では、外部デバイスはインターネットの使用が可能であり、
ソーシャルメディア統合アプリケーションは、外部デバイスが、インターネットを介して
、１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイト又はウェブブラウザイン
ターフェースの少なくとも一方に、選択された静止画像又はビデオクリップを転送するよ
うに、外部デバイス上で実行される。
【００１５】
　本方法は、さらに、ビデオコンテンツとともにメタデータを記録することと、１つ以上
の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイト又はウェブブラウザインターフェー
スの少なくとも一方に、静止画像又はビデオクリップとともにメタデータを転送すること
とを含んでよい。メタデータは、ビデオキャプチャデバイスの地理的位置情報、記録の日
時情報、イベントタイトル、所有者情報、著作権情報、画像サイズ情報、ビデオクリップ
のサイズ又は長さ情報、ビデオフォーマット、又はビデオキャプチャデバイスのユーザに
よって事前定義又は動的に記録された付加的なメタデータの少なくとも１つを含んでよい
。付加的なメタデータ情報は、割り当て名、地理的な位置、カメラマン名、レポーター名
、カメラクルー名、アシスタント名、生産者名、ストーリーのタイトル、主題の参照、プ
ログラム名、ユーザのコメントなどの少なくとも１つを含んでよい。
【００１６】
　静止画像又はビデオクリップのうちの少なくとも１つは、ウェブブラウザインターフェ
ースに与えられてよい。
【００１７】
　静止画像又はビデオクリップの少なくとも１つは、メタデータ情報又は付加的なメタデ
ータ情報を使用して、ウェブブラウザインターフェースを介して検索することができる。
【００１８】
　ビデオクリップの長さは、ワンタッチプロセスのタッチ時間の長さ又は事前選択された
時間の長さに対応することができる。
【００１９】
　構成アプリケーションが、ソーシャルメディア統合アプリケーション及びワンタッチプ
ロセスを設定するために提供され得る。構成アプリケーションは、ワンタッチプロセスを
介して選択されたビデオクリップの長さの設定、画像又はビデオクリップのいずれかを記
録、１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイトの事前選択、少なくとも１つのコメン
トの作成、及び画像又はビデオクリップに付随するメッセージなどの少なくとも一方の作
成の少なくとも１つを可能にすることができる。
【００２０】
　構成アプリケーションは、ビデオキャプチャデバイス、ビデオキャプチャデバイスと通
信する外部デバイス、又はウェブブラウザインターフェース上で実行することができる。
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【００２１】
　ウェブブラウザインターフェースは、ビデオキャプチャデバイス又はビデオキャプチャ
デバイスに関連した外部デバイスの１つと通信する、インターネットの使用が可能なデバ
イス上で実行されてよい。
【００２２】
　静止画像又はビデオクリップの選択のためのワンタッチプロセスを設定するために、ス
イッチが提供されてよい。スイッチは、ビデオキャプチャデバイス又はビデオキャプチャ
デバイスと通信する外部デバイスの１つに配置されてよい。
【００２３】
　ビデオキャプチャデバイスは、ビデオカメラ、ニュースカメラ、ビデオカメラ（カムコ
ーダ）、テレビカメラ、ムービーカメラ、携帯型電子デバイス、タブレットコンピュータ
、スマートフォン、IP又はウェブカメラ、スマートウォッチ、スマート眼鏡、ポータブル
スポーツカメラなどの１つを含んでよい。
【００２４】
　ウェブブラウザインターフェースは、テレビ番組制作設備コンピュータ、ニュースルー
ムコンピュータ、モバイルニュースの制作設備コンピュータ、携帯用電子機器、タブレッ
トコンピュータ、スマートフォン、スマートウォッチ、スマート眼鏡などの１つ上で実施
することができる。
【００２５】
　選択された画像又はビデオクリップは、クラウドベースのストレージに記憶され、ウェ
ブブラウザインターフェースを介してアクセス可能である。ウェブブラウザインターフェ
ースは、１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイトの事前選択、及び１つ以上の事前
選択されたソーシャルメディアのウェブサイトに静止画像又はビデオクリップを掲載する
前に、クラウドベースのストレージに記憶されている選択された静止画像又はビデオクリ
ップをプレビューすることを可能にする。
【００２６】
ビデオキャプチャデバイスは、以下の少なくとも１つのことをするように設定されてよい
。記録中、静止画像又はビデオクリップの少なくとも１つを定期的に記憶すること。ウェ
ブブラウザインターフェースによるアクセスのために静止画像又はビデオクリップの少な
くとも１つを、クラウドベースのストレージへと定期的に転送すること。静止画像又はビ
デオクリップを１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイトに定期的に
転送すること。
【００２７】
　本発明はまた、上述した装置及び方法に対応するシステムを含む。瞬時に動画コンテン
ツの記録中にソーシャルメディアのウェブサイトに画像又はビデオクリップを掲載するた
めのシステムの例示的な実施形態は、ビデオキャプチャデバイスと、ワンタッチプロセス
を介して、ビデオのコンテンツの記録中に、静止画像又はビデオクリップの選択を可能に
する、ビデオキャプチャデバイスに関連したユーザインターフェースと、静止画像又はビ
デオクリップが、ネットワークを介して、１つ以上の事前選択されたソーシャルメディア
のウェブサイトに直接転送されるか、ウェブブラウザインターフェースを介して、１つ以
上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイトに転送され、掲載されるかの少な
くとも一方であるように、選択された画像又はビデオクリップを処理するための、ビデオ
キャプチャデバイスに関連したソーシャルメディア統合アプリケーションと、を含む。
【００２８】
　本発明のシステム及び装置はまた、上述の方法の実施形態の様々な特徴を含むことがで
きる。本発明は、以下の参照符号が同様の要素を表す添付図面に関連して下述される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は本発明の第１の実施形態のブロック図を示す。
【図２】図2は本発明の第２の実施形態のブロック図を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下の詳細な説明は、例示的な実施形態のみを提供するものであり、本発明の範囲、適
用性又は構成を限定するものではない。例示的な実施形態の以下の詳細な説明は、むしろ
、本発明の実施形態を実施することが可能な説明を当業者に提供するものである。様々な
変更が、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び範囲から逸脱することなく
、要素の機能及び配置においてなされ得ることが理解されるべきある。
【００３１】
　本発明は、ソーシャルメディア上で記録と同時に瞬時にライブビデオコンテンツ（又は
その選択部分）を共有するための方法、装置、及びシステムに関する。
【００３２】
　本発明では、ライブ高精細画質のビデオから画像又はビデオクリップを、ボタンを１回
クリックすることで、瞬時にソーシャルメディア上で共有することができる。本発明は、
ソーシャルメディアのウェブサイト又はその他のソーシャルメディアアプリケーションに
迅速にアップロードするため、静止画像キャプチャとビデオキャプチャを組み合わせるこ
とにより、ソーシャルメディアに貢献するための簡単な方法を提供する。
【００３３】
　図１に示されているように、本発明の例示的実施形態に従って、ビデオキャプチャデバ
イス１０（例えば、フィールドカメラや以下に詳細に説明される他のタイプのビデオ記録
デバイス）が、インターネットや携帯電話ネットワーク（又は他の広域ネットワーク又は
ローカルエリアネットワーク）のようなネットワーク１２に接続される。ソーシャルメデ
ィア統合アプリケーション１４は、ビデオキャプチャデバイス１０に関連されている。記
録されたビデオコンテンツからの静止画像又はビデオクリップ１８の選択は、ビデオコン
テンツの記録中に、ワンタッチプロセス（例えば、ボタン１６又は下述の同様のワンタッ
チ作動デバイス）により可能である。次に、静止画像又はビデオクリップ１８は、図２に
示されているように、ネットワーク１２を介して１つ以上の事前選択されたソーシャルメ
ディアのウェブサイト２０で、直接転送され、掲載されるか、ウェブブラウザインターフ
ェース２４を介して一つ以上の事前選択されたソーシャルメディアのウェブサイト２０で
、転送され、掲載されるかの少なくとも一方であるように、選択された静止画像又はビデ
オクリップ１８は、ソーシャルメディア統合アプリケーション１４によって処理される。
【００３４】
　ビデオキャプチャデバイス１０は、ソーシャルメディア統合アプリケーション１４を実
行し、ネットワーク１２に接続するために必要なプロセッサ、メモリ及び他のハードウェ
アを含んでよい。
【００３５】
　代替的に、ビデオキャプチャデバイス１０は、ビデオキャプチャデバイス１０の近くの
外部デバイス１７に接続されてよい。このような実施例では、外部デバイス１７は、ソー
シャルメディア統合アプリケーション１４を実行してよく、（以下で詳細に説明されるよ
うに）ワンタッチプロセスを可能にする。外部デバイス17は、有線又は無線接続を介して
、ビデオキャプチャデバイス１０に接続されてもよい。外部デバイス１７は、例えば、タ
ブレットコンピュータ、ラップトップ、スマートフォン、インターネット機器、スマート
ウォッチ、スマート眼鏡（例えば、Google Glass）、又は他のインターネットで有効にな
るデバイスを含んでもよい。
【００３６】
　ビデオキャプチャデバイス１０上のプシュボタン１６、ビデオキャプチャデバイス１０
のビデオディスプレースクリーン１１上のタッチスクリーンインターフェース（例えば、
タッチスクリーンボタン又はスワイプ）、ビデオキャプチャデバイス１０と通信する外部
デバイス１７上のプッシュボタン１６、ビデオキャプチャデバイス１０のビデオディスプ
レースクリーン１５上のタッチスクリーンインターフェース（例えば、タッチスクリーン
ボタン又はスワイプ）、ビデオキャプチャデバイス１０のデバイスシェーク、および外部
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デバイス１７のデバイスシェークの１つにより、ワンタッチプロセスは実行できる。本発
明では、シングルタッチ、スワイプ又はシェークにより、現在録画中のビデオから（下述
する関連したメタデータ情報とともに又はその情報なしで）静止画像又はビデオクリップ
１８をキャプチャでき、ソーシャルメディア統合アプリケーション１８を介し静止画像又
はビデオクリップを処理でき、静止画像又はビデオクリップ１８を（その関連したメタデ
ータとともに又はそれなしで）、ユーザが選択した１つ以上の事前選択されたソーシャル
メディアのウェブサイトに掲載できる。
【００３７】
　地理的位置情報が、ビデオキャプチャデバイス１０又は外部デバイス１７に関連したGP
Sデバイス７によって提供されてよい。GPSデバイス７は、ビデオキャプチャデバイス１０
又は外部デバイス１７に組み込まれてよく、又はそこから離れていてもよい（例えば、ビ
デオキャプチャデバイス１０又はネットワーク１２を介して外部デバイス１７によりアク
セス可能）。
【００３８】
　当技術分野で知られているように、ビデオカメラは、ビデオスクリーン、及びカメラの
メモリに常駐する記録されたコンテンツを再生する機能を含んでよい。同様の再生機能は
外部デバイス１７に設けることができる。そのようなカメラ及び外部デバイスと共に、同
じ機能により、記録されたビデオコンテンツを掲載し、ビデオ画面上で再生することがで
き、その結果、ビデオスクリーン（例えば、キャプチャデバイス１０のビデオディスプレ
ースクリーン１１又は外部デバイス１７のビデオディスプレースクリーン１５）で記憶さ
れたコンテンツを再生する間、再生される記録されたコンテンツからの選択された画像又
はビデオクリップ１８が、ワンタッチプロセスを介して、１つ以上のソーシャルメディア
のウェブサイト２０へと（関連したメタデータを伴って又はともなわず）瞬時に掲載され
得る。
【００３９】
　静止画像又は選択されたビデオクリップ１８のいずれかが、ボタン１６を押すことによ
り、ソーシャルメディア（ライブ記録又はローカル再生のいずれかの間）に掲載され得る
。ビデオクリップの長さは、ワンタッチプロセスのタッチの時間の長さ又は事前選択され
た時間に対応できる。例えば、ボタン１６（記録又はローカル再生の間）を押し続けるこ
とにより、ボタン１６を保持する時間の長さに応答してビデオコンテンツからのビデオの
掲載がもたされ得る。あるいは、ある長さをもつ静止画像又はビデオクリップ１８のいず
れかを（ボタン16を保持することなく）選択するためのボタンを設定するためにスイッチ
が提供されてもよい。
【００４０】
　ソーシャルメディア統合アプリケーション１４は、ビデオキャプチャデバイス１０、ビ
デオキャプチャデバイス１０と通信する外部デバイス１７、又はウェブブラウザインター
フェース２４のいずれかで実行されてよい。
【００４１】
　一実施例では、ビデオキャプチャデバイス１０は、インターネットの使用を可能にする
ことができ、ソーシャルメディア統合アプリケーション１４は、ビデオキャプチャデバイ
ス１０が、選択された静止画像又はビデオクリップ１８を、インターネット（例えばネッ
トワーク１２）を介して、事前選択された１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイト
２０又はウェブブラウザインターフェース２４の少なくとも一方に転送するように、ビデ
オキャプチャデバイス１０上で実行されてよい。
【００４２】
　さらなる実施例では、外部デバイス１７はインターネットの使用が可能になっており、
ソーシャルメディア統合アプリケーション１４は、外部デバイス１７が、選択された静止
画像又はビデオクリップ１８を、インターネット（例えばネットワーク１２）を介して、
事前選択された１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイト２０又はウェブブラウザイ
ンターフェース２４の少なくとも一方に転送するように、外部デバイス１７上で実行され
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もよい。
【００４３】
　本方法は、さらに、ビデオコンテンツとともにメタデータを記録すること、及び事前選
択された１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイト２０又はウェブブラウザインター
フェース２４の少なくとも一方に、静止画像又はビデオクリップ１８とともにメタデータ
を転送することを含んでよい。メタデータは、ビデオキャプチャデバイス１０の地理的位
置情報、記録の日時情報、イベントタイトル、所有者情報、著作権情報、画像サイズ情報
、ビデオクリップのサイズや長さ情報、ビデオフォーマット等、又はビデオキャプチャデ
バイス１０のユーザによって事前定義され、又は動的に記録された付加的なメタデータの
少なくとも１つを含んでよい。
【００４４】
　付加的なメタデータ情報は、ビデオキャプチャデバイス１０のキーパッドを介して、ビ
デオスクリーン１１上のタッチスクリーンを介して、又は外部デバイス１７を介して（例
えばタッチスクリーン１５又はキーパッドを介して）、又は構成アプリケーション２２を
介して、ユーザによって入力することができる。付加的なメタデータ情報は、割り当て名
、地理的な位置、カメラマン名、レポーター名、カメラクルー名、アシスタント名、生産
者名、ストーリーのタイトル、主題の参照、プログラム名、ユーザのコメントなどの少な
くとも１つを含むことができる。
【００４５】
　図２に示されているように、複数の静止画像又はビデオクリップ１８の少なくとも１つ
が、ネットワーク１２を介してウェブブラウザインターフェース２４に提供されてよい。
静止画像又はビデオクリップ１８の少なくとも１つは、メタデータ情報又は追加のメタデ
ータ情報を使用して、ウェブブラウザインターフェース２４を介して検索することができ
る。
【００４６】
　構成アプリケーション２２が、ソーシャルメディア統合アプリケーション１４及びワン
タッチプロセスを設定するために提供されてよい。構成アプリケーション２２は、ワンタ
ッチプロセスを介して選択されたビデオクリップ１８の長さの設定、画像又はビデオクリ
ップ１８のいずれかの記録、１つ以上のソーシャルメディアのウェブサイトの事前の選択
、及び画像又はビデオクリップ１８に付随するコメント及びメッセージの少なくとも一方
の作成の少なくとも１つを可能にすることができる。
【００４７】
　ソーシャルメディア統合アプリケーション１４は、ソーシャルメディアアカウント/ウ
ェブサイト２０に、画像又はビデオクリップを掲載するように設定することができる。ソ
ーシャルメディアのウェブサイト２０にアクセスし、掲載するためのアカウント情報は、
ビデオキャプチャデバイス１０又は外部デバイス１７と関連したユーザインターフェース
を介して、又は構成アプリケーション２２を介して、アプリケーション１４に入力するこ
とができる。従って、ビデオキャプチャデバイス１０のユーザ又は操作者は、選択された
画像又はビデオクリップ１８を、限定的ではないが、Facebook、Twitter、Instagram 、Y
ouTube（登録商標）、Flikr、 Google+、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、myspace、Reddi
t、Snapchat、Blogger、Vine、Pheed、Mobli、及び他の同様のソーシャルメディアのウェ
ブサイト又は既存の若しくは画像若しくはビデオクリップを掲載できるように開発された
アプリケーションを含む、所望のソーシャルメディアのウェブサイト２０に、動的かつ瞬
時に掲載するために、ソーシャルメディアのウェブサイト２０をセットアップすることが
できる。
【００４８】
　構成アプリケーション２２は、ビデオキャプチャデバイス１０、ビデオキャプチャデバ
イス１０と通信する外部デバイス１７、又はウェブブラウザインターフェース２４の１つ
上で、又はそこから離れた別のデバイス上で実行されてもよい。構成アプリケーション２
２は、限定的ではないが、コンピュータ、スマートフォン、タブレットコンピュータ、イ
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ンターネット機器、スマートウォッチ、スマート眼鏡（例えば、Google Glass）等を含む
、インターネット対応デバイスの任意のタイプで実行するように適合されてよい。
【００４９】
　ウェブブラウザインターフェース２４は、ビデオキャプチャデバイス１０又はビデオキ
ャプチャデバイス１０に関連した外部デバイス１７の１つと通信するインターネット対応
デバイス上で実行されてよい。
【００５０】
　静止画像又はビデオクリップ１８の選択のためのワンタッチプロセスを設定するために
、スイッチ１９が設けられてよい。スイッチ１９は、ビデオキャプチャデバイス１０又は
ビデオキャプチャデバイス１０と通信する外部デバイス１７の一方に配置することができ
る。
【００５１】
　ビデオキャプチャデバイス１０は、限定的ではないが、ビデオカメラ、ニュースカメラ
、ビデオカメラ（カムコーダ）、テレビカメラ、ムービーカメラ、携帯型用電子デバイス
、タブレットコンピュータ、スマートフォン、IP又はウェブカメラ、スマートウォッチ、
スマート眼鏡（例えば、Google Glass）、携帯型スポーツビデオカメラ（例えば、GoPro
カメラ）などを含む、画像又はビデオキャプチャデバイスの任意のタイプのものを含んで
よい。
【００５２】
　ウェブブラウザインターフェース２４は、テレビ生産設備のコンピュータ、ニュースル
ームコンピュータ、モバイルニュース生産設備コンピュータ、携帯用電子機器、タブレッ
トコンピュータ、スマートフォン、スマートウォッチ、スマート眼鏡（例えば、Google G
lass）などの１つで実行することができる。
【００５３】
　図２は、ビデオキャプチャデバイス１０が、静止画像又はキャプチャされたビデオのビ
デオクリップ１８を、ネットワーク１２を介して定期的かつ自動的に送信し、ウェブブラ
ウザインターフェース２４を介して、これらの画像又はビデオクリップ１８へのリモート
アクセスを提供する本発明のさらなる実施形態を示す。これらの画像又はビデオクリップ
１８は、所望のソーシャルメディアサイト２０に瞬時にかつ簡単に掲載するためのウェブ
ブラウザインターフェース２４を介して表示して、選択することができる。
【００５４】
　図２に示されているように、選択された静止画像又はビデオクリップ１８が、クラウド
ベースのストレージ２６に記憶され、ウェブブラウザインターフェース２４を介してアク
セスされ得る。ウェブブラウザインターフェース２４は、１つ以上のソーシャルメディア
のウェブサイト２０を事前に選択することができ、クラウドベースのストレージに記憶さ
れている選択された静止画像又はビデオクリップ１８を、１つ以上の事前選択されたソー
シャルメディアウェブサイト２４上で静止画像又はビデオクリップ１８を掲載する前に、
プレビューすることができる。
【００５５】
　ビデオキャプチャデバイス１０は、以下の少なくとも１つのことをするように設定され
てよい。記録中、静止画像又はビデオクリップ１８の少なくとも１つを定期的に記憶する
こと。ウェブブラウザインターフェース２４によるアクセスのために静止画像又はビデオ
クリップ１８の少なくとも１つを、クラウドベースのストレージへと定期的に転送するこ
と。静止画像又はビデオクリップ１８を１つ以上の事前選択されたソーシャルメディアの
ウェブサイト２０に定期的に転送すること。
【００５６】
　ウェブブラウザインターフェース２４は、ニュースリポート又は他のライブのテレビ放
送（例えば、ライブのスポーツ又は娯楽イベント）と通信して使用されるとき、例えば、
生産施設又はニュースルームで、ビデオキャプチャデバイス１０から離れて配置すること
ができる。これは、製作クルーが、所望のソーシャルメディアアカウントを管理し、ライ
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ブニュース放送に呼応して、所望のソーシャルメディアのウェブサイト２０に画像（又は
ビデオクリップ）を掲載することを可能にする。
【００５７】
　図２の実施形態では、図１の実施形態に関連して述べたソーシャルメディア統合アプリ
ケーション１４が必要とされていない。代わりに、ビデオキャプチャデバイス１０は、記
録されたビデオコンテンツから静止画像又はビデオクリップ１８を定期的に記憶するよう
に構成されてよく、ビデオキャプチャデバイス１０（又はそれに関連した外部デバイス１
７（TVUPack製品（TVUネットワーク株式会社））に接続するクラウドベースのアプリケー
ション２６が、ビデオキャプチャデバイス１０からの静止画像又はビデオクリップ１８を
定期的に得るように、画像又はビデオクリップをストレージ（クラウドベースのアプリケ
ーション２６の一部として実装され、又は他のアクセス可能なストレージ）に記憶するよ
うに、さらにそれらを、ウェブブラウザインターフェース２４を介してアクセス可能にす
るように、構成されてよい。所望のソーシャルメディアのウェブサイト２０の選択（又は
事前選択）は、ウェブブラウザインターフェース２４で行うことができる。
【００５８】
　代替的に、ビデオキャプチャデバイス１０は、図１に関連して上述されたソーシャルメ
ディア統合アプリケーション１４を含むことができ、操作者によるワンタッチプロセスを
介して、選択された画像又はビデオクリップ１８は、クラウドベースのアプリケーション
２６に送信され、ウェブブラウザインターフェース２４（ソーシャルメディアのウェブサ
イト２０に直接ではなく）にアクセス可能にされる。このような実施例では、図２に示さ
れているウェブブラウザインターフェース２４は、図１に示され、上述されたウェブブラ
ウザ構成アプリケーション２２（又は構成アプリケーションは図１に示され、上述された
図２の実施形態で別個に実施することができる）を含んでよい。この方法では、ビデオキ
ャプチャデバイス１０は、ソーシャルメディアのウェブサイト２０に、直接ボタン１６に
より、選択された画像又はビデオクリップ１８を掲載するか、又はウェブブラウザインタ
ーフェース２４に、画像又はビデオクリップ１８を定期的に与えるように設定され、その
結果遠くの操作者は、画像又はビデオクリップを選択でき、さらにそれらが掲載されるソ
ーシャルメディアのウェブサイト２０のいずれかを選択できる。
【００５９】
　ウェブブラウザインターフェース２４は、操作者が、日時、地理的位位置、イベント名
により、画像又はビデオクリップとともにキャプチャされたメタデータを使用して、又は
上記のように画像又はビデオクリップとともに提供される他のメタデータ情報を使用して
、静止画像又はビデオクリップ１８を検索できるように設定されてよい。
【００６０】
　本発明が、ニュース情報の普及に関連して本明細書で説明されているが、当業者であれ
ば、本発明、特に図１の実施形態が個人的な使用のために使用されてもよいことを理解す
るであろう。例えば、本発明は、民生用ビデオカメラ、スマートフォン、タブレットコン
ピュータで実施することができ、その結果、ユーザがビデオを録画しているとき（例えば
、ホームムービー、休暇ビデオ、ツアービデオ、又は他のイベントを記録しているとき）
、静止画像又はビデオクリップは、ユーザの選択されたソーシャルメディアのウェブサイ
ト２０に掲載することがでる。同様に、本発明はまた、当業者には明らかであるが、ニュ
ース情報の普及に加えて他の商業用途に使用（限定的ではないが、ビジネスのための広告
及びプロモーション目的など）に採用することができる。
【００６１】
　本発明は、選択されたソーシャルメディアのウェブサイトに、ライブ又は記録されたビ
デオコンテンツからの画像又はビデオクリップを瞬時にワンクリックで掲載するための有
利な方法及び装置を提供することが理解されるべきである。
【００６２】
　本発明が様々な例示の実施形態に関連して説明されているが、多くの修正及び適合が、
特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び範囲から逸脱することなくなし得る。
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